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告 示

�愛媛県告示第６３０号
愛媛県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第５条の２第１項及び第５条の３第１項の補償基礎額の最低限度額

及び最高限度額（平成５年４月愛媛県告示第５７６号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行する。

改正後の愛媛県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第５条の２第１項及び第５条の３第１項の補償基礎額の最

低限度額及び最高限度額の規定は、令和５年４月１日以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金（以下「年金たる補

償」という。）に係る補償基礎額並びに同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係

る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。

令和５年５月３０日

愛媛県知事 中 村 時 広

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

発 行 愛 媛 県
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選挙管理委員会告示
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改 正 後 改 正 前

愛媛県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する

条例第５条の２第１項及び第５条の３第１項の知事が最低限度額と

して定める額及び最高限度額として定める額は、次の表の左欄に掲

げる年齢階層の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる額及び同

表の右欄に掲げる額とする。

愛媛県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する

条例第５条の２第１項及び第５条の３第１項の知事が最低限度額と

して定める額及び最高限度額として定める額は、次の表の左欄に掲

げる年齢階層の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる額及び同

表の右欄に掲げる額とする。

年齢階層 最低限度額 最高限度額 年齢階層 最低限度額 最高限度額

２０歳未満 ５，１６６円 １３，２０７円 ２０歳未満 ４，９４１円 １２，９５７円

２０歳以上２５歳未満 ５，６９１円 １３，２０７円 ２０歳以上２５歳未満 ５，４３６円 １２，９５７円

２５歳以上３０歳未満 ６，１９４円 １４，４１０円 ２５歳以上３０歳未満 ６，０４９円 １３，９８５円

３０歳以上３５歳未満 ６，５７４円 １７，０６７円 ３０歳以上３５歳未満 ６，２７２円 １６，６９６円

３５歳以上４０歳未満 ６，７８２円 １９，４５７円 ３５歳以上４０歳未満 ６，６９３円 １９，６８９円

４０歳以上４５歳未満 ７，１３９円 ２１，２５８円 ４０歳以上４５歳未満 ７，０４９円 ２１，５０５円

４５歳以上５０歳未満 ７，２１２円 ２２，４４４円 ４５歳以上５０歳未満 ７，０９６円 ２２，８９８円

毎週（火・金）曜日発行 第４１２号 令和５年５月３０日

令和５年５月３０日火曜日 第４１２号



愛 媛 県 報令和５年５月３０日 第４１２号

６１５
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�愛媛県告示第６３１号
愛媛県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第１０条の２の規定に基づき知事が定める金額（平成８年５月愛媛県

告示第７４８号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行する。

改正後の愛媛県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第１０条の２の規定に基づき知事が定める金額の規定は、令

和５年４月１日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。

令和５年５月３０日

愛媛県知事 中 村 時 広

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

５０歳以上５５歳未満 ７，１０９円 ２４，６２５円 ５０歳以上５５歳未満 ６，９９４円 ２５，１８９円

５５歳以上６０歳未満 ６，６９８円 ２４，８６３円 ５５歳以上６０歳未満 ６，５７０円 ２５，３１９円

６０歳以上６５歳未満 ５，６５１円 ２１，２４５円 ６０歳以上６５歳未満 ５，４７３円 ２１，０２２円

６５歳以上７０歳未満 ３，９８０円 １５，８２７円 ６５歳以上７０歳未満 ３，９４０円 １６，１１７円

７０歳以上 ３，９８０円 １３，２０７円 ７０歳以上 ３，９４０円 １２，９５７円

改 正 後 改 正 前

愛媛県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する

条例第１０条の２の知事が定める金額は、次の表の左欄に掲げる介護

を要する状態の区分に応じ、同表の中欄に掲げる介護を受けた日の

区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる金額とする。

愛媛県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する

条例第１０条の２の知事が定める金額は、次の表の左欄に掲げる介護

を要する状態の区分に応じ、同表の中欄に掲げる介護を受けた日の

区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる金額とする。

介護を要

する状態

の区分

介護を受けた日の区分 金 額

介護を要

する状態

の区分

介護を受けた日の区分 金 額

常時介護

を要する

状態

１ 一の月に介護に要

する費用を支出して

介護を受けた日があ

るとき（２に掲げる

場合を除く。）。

その月における介護に

要する費用として支出

された費用の額（その

額が１７２，５５０円を超える

ときは、１７２，５５０円）

常時介護

を要する

状態

１ 一の月に介護に要

する費用を支出して

介護を受けた日があ

るとき（２に掲げる

場合を除く。）。

その月における介護に

要する費用として支出

された費用の額（その

額が１７１，６５０円を超える

ときは、１７１，６５０円）

２ 一の月に親族又は

これに準ずる者によ

る介護を受けた日が

あるとき（その月に

介護に要する費用を

支出して介護を受け

た日がある場合にあ

っては、当該介護に

要する費用として支

出された額が７７，８９０

円以下であるときに

限る。）。

月額７７，８９０円（新たに

介護補償を支給すべき

事由が生じた月にあっ

ては、介護に要する費

用として支出された

額）

２ 一の月に親族又は

これに準ずる者によ

る介護を受けた日が

あるとき（その月に

介護に要する費用を

支出して介護を受け

た日がある場合にあ

っては、当該介護に

要する費用として支

出された額が７５，２９０

円以下であるときに

限る。）。

月額７５，２９０円（新たに

介護補償を支給すべき

事由が生じた月にあっ

ては、介護に要する費

用として支出された

額）

随時介護

を要する

状態

１ 一の月に介護に要

する費用を支出して

介護を受けた日があ

るとき（２に掲げる

場合を除く。）。

その月における介護に

要する費用として支出

された費用の額（その

額が８６，２８０円を超える

ときは、８６，２８０円）

随時介護

を要する

状態

１ 一の月に介護に要

する費用を支出して

介護を受けた日があ

るとき（２に掲げる

場合を除く。）。

その月における介護に

要する費用として支出

された費用の額（その

額が８５，７８０円を超える

ときは、８５，７８０円）

２ 一の月に親族又は

これに準ずる者によ

る介護を受けた日が

あるとき（その月に

月額３８，９００円（新たに

介護補償を支給すべき

事由が生じた月にあっ

ては、介護に要する費

２ 一の月に親族又は

これに準ずる者によ

る介護を受けた日が

あるとき（その月に

月額３７，６００円（新たに

介護補償を支給すべき

事由が生じた月にあっ

ては、介護に要する費



愛 媛 県 報令和５年５月３０日 第４１２号

６１６
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�愛媛県告示第６３２号
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（平成１４年法律第８８号。以下「法」という。）第５１条第２項及び第４項の規定によ

り、狩猟免許更新に係る適性試験及び講習（以下「適性試験等」という。）を次のとおり実施する。

令和５年５月３０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 対象者

法第３９条第１項の規定による狩猟免許を受けており、当該免許の有効期間が令和５年９月１４日に満了する者

２ 適性試験等の実施の日時及び場所

所 管 の 地 方 局 会 場 の 名 称 実 施 日 時
実 施 場 所

会 場 所 在 地

東 予 地 方 局 東 予 第 １ 会 場 令和５年７月１９日（水）午後１時 四国中央市福祉会館（４階多
目的ホール）

四国中央市三島宮川四丁目６
番５５号

同 上 東 予 第 ２ 会 場 令和５年７月２０日（木）午前９時３０分 越智今治農業協同組合伯方支
店（４階大ホール）

今治市伯方町木浦甲４６３７番地
３

同 上 東 予 第 ３ 会 場 令和５年７月２５日（火）午後１時 東予地方局西条第二庁舎（４
階大会議室） 西条市丹原町池田１６１１番地

同 上 東 予 第 ４ 会 場 令和５年８月１０日（木）午後１時 同 上 同 上

同 上 東 予 第 ５ 会 場 令和５年８月１９日（土）午後１時 同 上 同 上

同 上 東 予 第 ６ 会 場 令和５年８月２２日（火）午前９時 四国中央市福祉会館（４階多
目的ホール）

四国中央市三島宮川四丁目６
番５５号

同 上 東 予 第 ７ 会 場 令和５年８月２２日（火）午前９時３０分
今治市玉川総合公園運動場多
目的体育館（グリーンピア玉
川）大ホール

今治市玉川町摺木甲１０８番地

同 上 東 予 第 ８ 会 場 令和５年８月３０日（水）午後１時 東予地方局西条第二庁舎（４
階大会議室） 西条市丹原町池田１６１１番地

中 予 地 方 局 中 予 第 １ 会 場 令和５年７月１０日（月）午後１時 松山市北条コミュニティーセ
ンター（ふれあいホール） 松山市北条辻６番地

同 上 中 予 第 ２ 会 場 令和５年７月１２日（水）午前９時 �万町民館（２階ホール） 上浮穴郡�万高原町�万１８８
番地

同 上 中 予 第 ３ 会 場 令和５年７月１４日（金）午前９時 東温市川内公民館（１階大ホ
ール） 東温市南方２６４番地

同 上 中 予 第 ４ 会 場 令和５年７月１９日（水）午前９時 砥部町中央公民館（講座室） 伊予郡砥部町宮内１３６９番地

同 上 中 予 第 ５ 会 場 令和５年７月２５日（火）午後１時 松前総合文化センター（ふれ
あい展示室） 伊予郡松前町筒井６３３番地

同 上 中 予 第 ６ 会 場 令和５年８月３日（木）正午 中島総合文化センター（大会
議室） 松山市中島大浦２９６２番地

同 上 中 予 第 ７ 会 場 令和５年８月１９日（土）午前９時 中予地方局（７階大会議室） 松山市北持田町１３２番地

同 上 中 予 第 ８ 会 場 令和５年８月２０日（日）午前９時 同 上 同 上

南 予 地 方 局 南 予 第 １ 会 場 令和５年７月１３日（木）午後１時 大洲市徳森公園管理センター
（平公民館）（大ホール） 大洲市徳森２２８０番地２

介護に要する費用を

支出して介護を受け

た日がある場合にあ

っては、当該介護に

要する費用として支

出された額が３８，９００

円以下であるときに

限る。）。

用として支出された

額）

介護に要する費用を

支出して介護を受け

た日がある場合にあ

っては、当該介護に

要する費用として支

出された額が３７，６００

円以下であるときに

限る。）。

用として支出された

額）



愛 媛 県 報令和５年５月３０日 第４１２号

６１７
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�愛媛県告示第６３３号
監視伝染病予防のための消毒方法の実施（令和５年２月愛媛県告

示第１３４号）は、令和５年５月３１日限り廃止する。

令和５年５月３０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第６３４号
水防法（昭和２４年法律第１９３号）第１４条第２項の規定により、東

川水系東川、西河川、北河川に係る洪水浸水想定区域を指定し、当

該区域並びに浸水した場合に想定される水深及び浸水の継続時間を

定めたので、同条第４項及び水防法施行規則（平成１２年建設省令第

４４号）第３条第１項の規定により、告示する。

その関係図面は、愛媛県庁及び東予地方局建設部に備え置いて閲

覧に供する。

令和５年５月３０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第６３５号
水防法（昭和２４年法律第１９３号）第１４条第２項の規定により、尻

無川水系尻無川、深谷川に係る洪水浸水想定区域を指定し、当該区

域並びに浸水した場合に想定される水深及び浸水の継続時間を定め

たので、同条第４項及び水防法施行規則（平成１２年建設省令第４４号）

同 上 南 予 第 ２ 会 場 令和５年７月１４日（金）午前９時 同 上 同 上

同 上 南 予 第 ３ 会 場 令和５年７月２３日（日）午後１時 南予地方局（７階大会議室） 宇和島市天神町７番１号

同 上 南 予 第 ４ 会 場 令和５年８月８日（火）午後１時 南予地方局愛南庁舎（会議室） 南宇和郡愛南町城辺甲２４２０番
地

同 上 南 予 第 ５ 会 場 令和５年８月１０日（木）午前９時 大洲市徳森公園管理センター
（平公民館）（大ホール） 大洲市徳森２２８０番地２

同 上 南 予 第 ６ 会 場 令和５年８月２２日（火）午後１時 南予地方局八幡浜庁舎（７階
大会議室） 八幡浜市北浜一丁目３番３７号

同 上 南 予 第 ７ 会 場 令和５年８月２８日（月）午後１時 南予地方局（７階大会議室） 宇和島市天神町７番１号

同 上 南 予 第 ８ 会 場 令和５年８月２９日（火）午後１時 西予市宇和文化会館（２階中
ホール）

西予市宇和町卯之町三丁目４４
４番地

３ 申込みの手続

� 提出書類等

ア 狩猟免許更新申請書

イ 銃砲刀剣類所持等取締法（昭和３３年法律第６号）第４条第１項第１号の規定による許可を現に受けている場合にあっては、当該許

可に係る許可証の写し

ウ 銃砲刀剣類所持等取締法第４条第１項第１号の規定による許可を現に受けていない場合にあっては、法第４０条第２号から第４号ま

でに該当するかどうかについての医師の診断書

エ 写真（６箇月以内に撮影した無帽、正面、上三分身及び無背景の縦の長さ３．０センチメートル及び横の長さ２．４センチメートルのも

ので、その裏面に氏名及び撮影年月日を記載したもの）

オ 法第１８条の６第１項に規定する認定鳥獣捕獲等事業に従事する者であって狩猟について必要な適性を有することが確認されたもの

である場合にあっては、当該適性を有することの確認の日、確認の方法及び確認の結果を記載した法第１８条の５第２項第１号に規定

する認定鳥獣捕獲等事業者が作成した書面

カ 狩猟免許更新申請手数料（愛媛県収入証紙によること。）

更新しようとする免許の種類ごとに各２，９００円

キ 受験票等の郵送を希望する者にあっては、簡易書留の郵送料に相当する郵便切手を貼付し、宛先を記載した返信用封筒

� 書類等の提出先

申込者の住所地を管轄する地方局農林水産振興部森林林業課、東予地方局農林水産振興部森林林業課四国中央駐在、東予地方局農林

水産振興部森林林業課今治駐在、中予地方局農林水産振興部�万高原森林林業課、南予地方局農林水産振興部森林林業課愛南駐在、南
予地方局農林水産振興部八幡浜支局森林林業課又は南予地方局農林水産振興部八幡浜支局肱川流域林業振興課（以下「林業課」という。）

とする。

� 申込みの期限

原則として希望する適性試験等実施日前１４日とする。

� その他

ア 書類の提出は、持参又は郵送によること。

イ 狩猟免許更新申請書は、林業課において、希望者に配布する。

ウ 申込者の適性試験等の日時及び場所は、所管地方局長が指定し、通知する。

エ 台風等の自然災害等により、やむを得ず適性試験等の日時及び場所を変更する場合がある。
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第３条第１項の規定により、告示する。

その関係図面は、愛媛県庁及び東予地方局建設部に備え置いて閲

覧に供する。

令和５年５月３０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第６３６号
水防法（昭和２４年法律第１９３号）第１４条第２項の規定により、王

子川水系王子川に係る洪水浸水想定区域を指定し、当該区域並びに

浸水した場合に想定される水深及び浸水の継続時間を定めたので、

同条第４項及び水防法施行規則（平成１２年建設省令第４４号）第３条

第１項の規定により、告示する。

その関係図面は、愛媛県庁及び東予地方局建設部に備え置いて閲

覧に供する。

令和５年５月３０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第６３７号
水防法（昭和２４年法律第１９３号）第１４条第２項の規定により、浅

川水系浅川、鴨川、日吉川、山田川に係る洪水浸水想定区域を指定

し、当該区域及び浸水した場合に想定される水深を定めたので、同

条第４項及び水防法施行規則（平成１２年建設省令第４４号）第３条第

１項の規定により、告示する。

その関係図面は、愛媛県庁及び東予地方局今治土木事務所に備え

置いて閲覧に供する。

令和５年５月３０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第６３８号
水防法（昭和２４年法律第１９３号）第１４条第２項の規定により、竜

登川水系竜登川に係る洪水浸水想定区域を指定し、当該区域及び浸

水した場合に想定される水深を定めたので、同条第４項及び水防法

施行規則（平成１２年建設省令第４４号）第３条第１項の規定により、

告示する。

その関係図面は、愛媛県庁及び東予地方局今治土木事務所に備え

置いて閲覧に供する。

令和５年５月３０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第６３９号
水防法（昭和２４年法律第１９３号）第１４条第２項の規定により、頓

田川水系頓田川、山越川、山口川、高大寺川、黒岩川、多伎川、黒

岩分水路、黒谷川に係る洪水浸水想定区域を指定し、当該区域並び

に浸水した場合に想定される水深及び浸水の継続時間を定めたので、

同条第４項及び水防法施行規則（平成１２年建設省令第４４号）第３条

第１項の規定により、告示する。

その関係図面は、愛媛県庁及び東予地方局今治土木事務所に備え

置いて閲覧に供する。

令和５年５月３０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第６４０号
水防法（昭和２４年法律第１９３号）第１４条第２項の規定により、銅

川水系銅川に係る洪水浸水想定区域を指定し、当該区域及び浸水し

た場合に想定される水深を定めたので、同条第４項及び水防法施行

規則（平成１２年建設省令第４４号）第３条第１項の規定により、告示

する。

その関係図面は、愛媛県庁及び東予地方局今治土木事務所に備え

置いて閲覧に供する。

令和５年５月３０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第６４１号
水防法（昭和２４年法律第１９３号）第１４条第２項の規定により、重

信川水系内川、御坂川に係る洪水浸水想定区域を指定し、当該区域

及び浸水した場合に想定される水深を定めたので、同条第４項及び

水防法施行規則（平成１２年建設省令第４４号）第３条第１項の規定に

より、告示する。

その関係図面は、愛媛県庁及び中予地方局建設部に備え置いて閲

覧に供する。

令和５年５月３０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第６４２号
水防法（昭和２４年法律第１９３号）第１４条第２項の規定により、重

信川水系悪社川、内川に係る洪水浸水想定区域を指定し、当該区域

及び浸水した場合に想定される水深を定めたので、同条第４項及び

水防法施行規則（平成１２年建設省令第４４号）第３条第１項の規定に

より、告示する。

その関係図面は、愛媛県庁及び中予地方局建設部に備え置いて閲

覧に供する。

令和５年５月３０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第６４３号
水防法（昭和２４年法律第１９３号）第１４条第２項の規定により、重

信川水系伊台川、五明川、菅沢川、実川、横谷川に係る洪水浸水想

定区域を指定し、当該区域及び浸水した場合に想定される水深を定

めたので、同条第４項及び水防法施行規則（平成１２年建設省令第４４

号）第３条第１項の規定により、告示する。

その関係図面は、愛媛県庁及び中予地方局建設部に備え置いて閲

覧に供する。

令和５年５月３０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第６４４号
水防法（昭和２４年法律第１９３号）第１４条第２項の規定により、宮

前川水系宮前川、宮前川放水路に係る洪水浸水想定区域を指定し、

当該区域及び浸水した場合に想定される水深を定めたので、同条第

４項及び水防法施行規則（平成１２年建設省令第４４号）第３条第１項

の規定により、告示する。

その関係図面は、愛媛県庁及び中予地方局建設部に備え置いて閲
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覧に供する。

令和５年５月３０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第６４５号
水防法（昭和２４年法律第１９３号）第１４条第２項の規定により、大

川水系大川、�万川、吉藤川、丸山川に係る洪水浸水想定区域を指
定し、当該区域並びに浸水した場合に想定される水深及び浸水の継

続時間を定めたので、同条第４項及び水防法施行規則（平成１２年建

設省令第４４号）第３条第１項の規定により、告示する。

その関係図面は、愛媛県庁及び中予地方局建設部に備え置いて閲

覧に供する。

令和５年５月３０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第６４６号
水防法（昭和２４年法律第１９３号）第１４条第２項の規定により、洗

地川水系洗地川に係る洪水浸水想定区域を指定し、当該区域及び浸

水した場合に想定される水深を定めたので、同条第４項及び水防法

施行規則（平成１２年建設省令第４４号）第３条第１項の規定により、

告示する。

その関係図面は、愛媛県庁及び中予地方局建設部に備え置いて閲

覧に供する。

令和５年５月３０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第６４７号
水防法（昭和２４年法律第１９３号）第１４条第２項の規定により、堂

ノ元川水系堂ノ元川に係る洪水浸水想定区域を指定し、当該区域及

び浸水した場合に想定される水深を定めたので、同条第４項及び水

防法施行規則（平成１２年建設省令第４４号）第３条第１項の規定によ

り、告示する。

その関係図面は、愛媛県庁及び中予地方局建設部に備え置いて閲

覧に供する。

令和５年５月３０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第６４８号
水防法（昭和２４年法律第１９３号）第１４条第２項の規定により、重

信川水系表川、宝泉川、船川、佐川川、拝志川、渋谷川、重信川、

井内川、本谷川に係る洪水浸水想定区域を指定し、当該区域及び浸

水した場合に想定される水深を定めたので、同条第４項及び水防法

施行規則（平成１２年建設省令第４４号）第３条第１項の規定により、

告示する。

その関係図面は、愛媛県庁及び中予地方局建設部に備え置いて閲

覧に供する。

令和５年５月３０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第６４９号
水防法（昭和２４年法律第１９３号）第１４条第２項の規定により、重

信川水系砥部川、永立寺川、村川、荒倉川、古岩谷川、中板川に係

る洪水浸水想定区域を指定し、当該区域及び浸水した場合に想定さ

れる水深を定めたので、同条第４項及び水防法施行規則（平成１２年

建設省令第４４号）第３条第１項の規定により、告示する。

その関係図面は、愛媛県庁及び中予地方局建設部に備え置いて閲

覧に供する。

令和５年５月３０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第６５０号
水防法（昭和２４年法律第１９３号）第１４条第２項の規定により、肱

川水系都谷川、古川、野田川に係る洪水浸水想定区域を指定し、当

該区域、浸水した場合に想定される水深及び浸水の継続時間並びに

水防法施行規則（平成１２年建設省令第４４号）第２条第４号に規定す

る計画降雨により当該河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域

及び浸水した場合に想定される水深を定めたので、同法第１４条第４

項及び同省令第３条第１項の規定により、告示する。

その関係図面は、愛媛県庁及び南予地方局大洲土木事務所に備え

置いて閲覧に供する。

令和５年５月３０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第６５１号
水防法（昭和２４年法律第１９３号）第１４条第２項の規定により、来

村川水系来村川、内平川、石引川、柿木川、薬師谷川、成川川に係

る洪水浸水想定区域を指定し、当該区域、浸水した場合に想定され

る水深及び浸水の継続時間並びに水防法施行規則（平成１２年建設省

令第４４号）第２条第４号に規定する計画降雨により当該河川が氾濫

した場合に浸水が想定される区域及び浸水した場合に想定される水

深を定めたので、同法第１４条第４項及び同省令第３条第１項の規定

により、告示する。

その関係図面は、愛媛県庁及び南予地方局建設部に備え置いて閲

覧に供する。

令和５年５月３０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第６５２号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第２項の規定に基づき、道前平野農地整備事業所長から次のと

おり公共測量が終了した旨の通知があった。

令和５年５月３０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 公共測量（基準点測量）

２ 作業期間 令和５年２月１３日から

３月１１日まで

３ 作業地域 愛媛県西条市丹原町志川、同市丹原町寺尾地内

�������
�愛媛県告示第６５３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

松山市立待堰土地改良区の定款の変更を認可した。

令和５年５月３０日
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��������������

公 告

愛媛県中予地方局長 馬 越 祐 希

�������
�愛媛県告示第６５４号
松山市荏原地区土地改良区から認可申請のあった土地改良事業

（維持管理）の計画の変更は、適当と認められるので、土地改良法

（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第９項において準用する同法第８

条第６項の規定により、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

令和５年５月３０日

愛媛県中予地方局長 馬 越 祐 希

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 松山市荏原地区土地改良区土地改良事業（維持管理）変更計

画書の写し

� 松山市荏原地区土地改良区定款の写し

２ 縦覧期間

令和５年５月３１日から令和５年６月２７日まで

３ 縦覧場所

松山市役所本庁

�愛媛県告示第６５５号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

令和５年５月３０日

愛媛県中予地方局長 馬 越 祐 希

�公 告

狩猟免許試験の施行について

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（平成１４年法律第８８号。以下「法」という。）第４１条の規定により、狩猟免許試験

を次のとおり施行する。

令和５年５月３０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 試験の種類

� 網猟免許試験

� わな猟免許試験

� 第一種銃猟免許試験

� 第二種銃猟免許試験

２ 試験の日時、場所及び実施する試験の種類

� 令和５年７月３１日（月）午前９時

試 験 場 の 名 称
試 験 の 場 所

実施する試験の種類
会 場 所 在 地

東 予 第 １ 会 場 東予地方局西条第二庁舎４階大会議室 西条市丹原町池田１６１１番地 網猟、わな猟、第一種銃猟及
び第二種銃猟

東 予 第 ２ 会 場 東 予 地 方 局 今 治 庁 舎 ４ 階 大 会 議 室 今治市旭町一丁目４番地９ 同 上

中 予 第 １ 会 場 中 予 地 方 局 ７ 階 大 会 議 室 ほ か 松山市北持田町１３２番地 同 上

南 予 第 １ 会 場 南 予 地 方 局 ７ 階 大 会 議 室 宇和島市天神町７番１号 同 上

南 予 第 ２ 会 場 南予地方局八幡浜庁舎７階大会議室 八幡浜市北浜一丁目３番３７号 同 上

� 令和５年９月１０日（日）午前９時

試 験 場 の 名 称
試 験 の 場 所

実施する試験の種類
会 場 所 在 地

東 予 第 ３ 会 場 東予地方局西条第二庁舎４階大会議室 西条市丹原町池田１６１１番地 網猟、わな猟、第一種銃猟及
び第二種銃猟

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

５中局建（開）第４号

令和５年５月２２日
伊予市上吾川字向井甲１０１４番１

松山市山西町６３６番地５

クレストール林Ａ２０３号

向 井 潤 二
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東 予 第 ４ 会 場 東 予 地 方 局 今 治 庁 舎 ４ 階 大 会 議 室 今治市旭町一丁目４番地９ 同 上

中 予 第 ２ 会 場 中 予 地 方 局 ７ 階 大 会 議 室 ほ か 松山市北持田町１３２番地 同 上

南 予 第 ３ 会 場 南 予 地 方 局 ７ 階 大 会 議 室 宇和島市天神町７番１号 同 上

南 予 第 ４ 会 場 南予地方局八幡浜庁舎７階大会議室 八幡浜市北浜一丁目３番３７号 同 上

� 令和５年１２月３日（日）午前９時

試 験 場 の 名 称
試 験 の 場 所

実施する試験の種類
会 場 所 在 地

東 予 第 ５ 会 場 東予地方局西条第二庁舎４階大会議室 西条市丹原町池田１６１１番地 網猟、わな猟、第一種銃猟及
び第二種銃猟

東 予 第 ６ 会 場 東 予 地 方 局 今 治 庁 舎 ４ 階 大 会 議 室 今治市旭町一丁目４番地９ 同 上

中 予 第 ３ 会 場 中 予 地 方 局 ７ 階 大 会 議 室 ほ か 松山市北持田町１３２番地 同 上

南 予 第 ５ 会 場 南 予 地 方 局 ７ 階 大 会 議 室 宇和島市天神町７番１号 同 上

南 予 第 ６ 会 場 南予地方局八幡浜庁舎７階大会議室 八幡浜市北浜一丁目３番３７号 同 上

３ 免許申請書の提出期間

� 令和５年７月３１日の試験に係るものについては、６月２８日（水）から７月１８日（火）まで。ただし、郵送による場合は、同日までの

消印のあるものは、受け付ける。

� 令和５年９月１０日の試験に係るものについては６月２８日（水）から８月２８日（月）まで。ただし、郵送による場合は、同日までの消

印のあるものは、受け付ける。

� 令和５年１２月３日の試験に係るものについては、６月２８日（水）から１１月２０日（月）まで。ただし、郵送による場合は、同日までの

消印のあるものは、受け付ける。

４ 免許申請書の請求先及び提出先

受験申込者の住所地を管轄する地方局農林水産振興部森林林業課、東予地方局農林水産振興部森林林業課四国中央駐在、東予地方局農

林水産振興部森林林業課今治駐在、中予地方局農林水産振興部�万高原森林林業課、南予地方局農林水産振興部森林林業課愛南駐在、南
予地方局農林水産振興部八幡浜支局森林林業課又は南予地方局農林水産振興部八幡浜支局肱川流域林業振興課とする。

５ その他

� 提出書類等

ア 狩猟免許申請書

イ 銃砲刀剣類所持等取締法（昭和３３年法律第６号）第４条第１項第１号の規定による許可を現に受けている場合にあっては、当該許

可に係る許可証の写し

ウ 銃砲刀剣類所持等取締法第４条第１項第１号の規定による許可を現に受けていない場合にあっては、法第４０条第２号から第４号ま

でに該当するかどうかについての医師の診断書

エ 写真（６箇月以内に撮影した無帽、正面、上三分身及び無背景の縦の長さ３．０センチメートル及び横の長さ２．４センチメートルのも

ので、その裏面に氏名及び撮影年月日を記載したもの）

オ 狩猟免許申請手数料（愛媛県収入証紙によること。） 受けようとする免許の種類ごとに法第４９条各号に掲げる者にあっては各

３，９００円、その他の者にあっては各５，２００円

カ 受験票の郵送を希望する者にあっては、簡易書留の郵送料に相当する郵便切手を貼付し、宛先を記載した返信用封筒

� 試験場等についての注意事項

ア 受験申請者の試験場は、所管地方局長が指定し、通知する。

なお、試験場は、原則として、受験申込者の希望する試験場を指定するが、会場の都合により希望する試験場を指定できない場合

がある。

イ 台風等の自然災害等により、やむを得ず試験の実施日時及び試験場を変更する場合がある。

� 書類の提出は、持参又は郵送によること。
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選挙管理委員会告示

�愛媛県選挙管理委員会告示第４７号
個人演説会等を開催することができる施設として市町村選挙管理委員会が指定した施設（平成２２年１月愛媛県選挙管理委員会告示第７号）

の一部を次のように改正し、告示の日から施行する。

令和５年５月３０日

愛媛県選挙管理委員会委員長 大 塚 岩 男

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

施設の名称 施設の所在地 定員（人） 施設の名称 施設の所在地 定員（人）

省略 省略

西条市丹原福祉セン

ター

西条市丹原 町 池 田

１７３３番地１
１００

省略 省略

西条市小松地域福祉

センター

西条市小松町新屋敷

乙４８番地１
５０

省略 省略

令和５年５月３０日 発行


